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Ⅰ　男女が互いに尊重し合う意識づくり

施策の方針 ①男女共同参画に関する理解の浸透

取り組みの方向 （１）男女共同参画に関する学習・啓発の充実

具体的施策 1 男女共同参画に関する講座等の開催 人権男女共同参画室 生涯学習課

事業内容

成果指標 1 男女共同参画に関する啓発講座

目標値 各公民館年１回

成果指標 1 男女共同参画出張講座

目標値 年10回以上

生涯学習課

取り組みの方向 （２）男女共同参画に関する情報の収集・提供

具体的施策 2 町民等に対する情報提供 人権男女共同参画室 生涯学習課

事業内容

担当課 回答担当

基本目標

男女共同参画推進のための講座などを実施します。事業所や各種団体を対象とした出張講座を含め、参加しやすい時間帯や場所に配
慮して、町民が男女共同参画について考える機会を充分に設けます。

生涯学習課

人権男女共同参画室

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

男女共同参画推進のための講座を実施し
ます。また、年10回以上を目標に、事業所や
各種団体などを対象に男女共同参画に関
する啓発講座（男女共同参画出張講座）を
実施します。
参加しやすい時間帯や場所を配慮して、講
座を開催します。

出張講座を６回、啓発講座を１回開催し
ました。

男女共同参画についての理解促進に繋
がるよう、また講座内容が固定化しない
ようにテーマや講師の情報収集に努め
る事が課題となっています。

【別紙1】　男女共同参画に関する講座

生涯学習担当

公民館において町民等を対象に男女共同
参画をテーマにした啓発講座の実施に努め
ます。各公民館において講座を開催する際
には、内容や開催方法等に男女共同参画
の視点を取り入れ実施します。

小波瀬コミュニティセンターで１回開催
しました。

～一歩踏み出したい方必見～「元気が
湧いてくる！たった一枚の自分史講座」

男女ともに働きがい、やりがいをもって活
躍できるためには、アンコンシャス・バイ
アスに目を向けることが大切であり、「相
手」に対するものもあれば「自分自身」
に対するものもあるため、まずは自分らし
さや自分のアンコンシャス・バイアスへに
気づくきっかけとするため。

男女共同参画関連の情報を充実させます。町民や事業者にとって必要な情報を、いつでも利用しやすい状態で提供するよう努めます。

当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

国や県、近隣市町村からの情報に関して図
書館等の町内公共施設や町の広報やホー
ムページ等を通じて情報提供を積極的に行
います。

女性会館やあすばる、近隣市町村から
の情報に関して町の広報やホームペー
ジ等SNSを通じて情報提供を行いまし
た。

公的な情報もデジタルで発信されるもの
が増える中で、利用者が目にとめやすい
Wｅｂサイトにしていくことが課題です。

生涯学習課
生涯学習担当・
スポーツ・文化振
興担当

男女共同参画室と連携を図り、提供される
情報等について利用しやすい状態で提供す
るよう努めます。

各公民館では人権啓発冊子「しおさい」を
配布したり、人権講座の際に関連する資料
を配布しています。また、図書館では「働く
女性とキャリアアップ」や「人権について考
えよう」のテーマで特設コーナーへの展示
を行い、町民等の意識の向上に努めまし
た。

人権講座を開催する際は、人権男女共同
参画室と連携して、企画等を行っています。
（生涯学習担当）
引き続き、関連図書を展示し、ポスターを掲
示するなど、男女共同参画の意識の向上に
努めていきます。（スポーツ・文化振興担
当）
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施策の方針 ②男女共同参画教育の推進

取り組みの方向 （１）成長に応じた男女共同参画教育の推進

具体的施策 3 男女共同参画を推進する家庭教育支援 人権男女共同参画室 子育て・健康課 学校教育課 生涯学習課

事業内容

成果指標 3 パパ力（ぱぱぢから）講座

目標値 総務課 年２回

目標値 パパ力（パパぢから）講座　年2回

担当課

具体的施策 4 幅広い進路選択を可能にする教育の推進 人権男女共同参画室 学校教育課

事業内容

成果指標 4 職場体験学習実施内容の把握

目標値 総務課 年２回

目標値 職場体験学習実施内容の把握　年1回

担当課

子どもの個性を尊重した、ジェンダーに敏感な視点に立った子育てについての啓発事業を充実させます。子どもたちが、家庭のみならず、
地域の中で大切に育まれるよう、地域の活動とも連携して行います。

人権男女共同参画室

回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

子どもの個性を尊重した、ジェンダーに敏感
な視点に立った子育てについての啓発事業
を充実させます。父親向けの講座を開催し
ます（年2回）。

パパ力UP講座実施を２回予定していま
したが１回の実施となりました。
父親が1人でも責任と自主性をもって子
どもの育児に参画できる内容を、昨年に
引き続き子育て健康課との共同企画に
より8/3に行いました。
２回目の講座として、「我が家流避難計
画」を父子で考える講座を２月に予定し
ていましたが、参加者が集まらず実施に
至りませんでした。

参加者の集客が一番の課題となってい
ます。男性の方は平日の参加は厳しいと
の声もあるが、土日は他のイベントや習
い事もあり開催日の選定にも苦慮してい
ます。また子育て支援センターの協力が
難しいこともあり、今後の講座の開催に
ついての検討が必要です。

【別紙2】　パパ力（ぱぱぢから）講座

子育て・健康課 子育て支援担当 父親向けの講座を年1回開催します。

子育て支援センター事業として2/22に
１回実施しました。
テーマ：乳幼児の救命救急講座
参加者：父親・祖父 １５名、母親・祖母２
０名、子ども2７名。　また、人権共同参画
室との共同でパパ育講座を１回実施し
ました。

来年度も開催の際には父親母親ともに
参加しやすいテーマを検討します。また、
通常の子育て講座でも父親の参加が散
見されるようになったので、引き続き周知
していきます。

学校教育課 学校教育担当
人権男女共同参画室と連携し、家庭への啓
発資料の提供に努めます。啓発文書等は学
校や関係団体に周知します。

各小中学校の年間授業計画により男女
共同参画に関する授業の実施を確認し
ています。学校へ啓発資料を提供し周知
に努めました。

人権男女共同参画室と連携し、引き続き
啓発を行い、各学校での授業実施状況
の把握に努めます。

生涯学習課 生涯学習担当

子どもたちに学校外の生活の場を提供し、
男女均等に日常的な生活技術を習得させ
ることを目的として、通学合宿（1回/年）を
行います。

6月6日～6月10日の間、与原小学校の
4.5.6年生を対象に小波瀬コミュニティ
センターで開催し、22名（男子9名、女
子13名）が参加しました。

参加する子どもたちが性別役割分担意
識に捉われることのないよう配慮しなが
ら実施に努めます。

子どもたちが職業や進路を選択するための情報や経験の機会が、男女均等に与えられるよう支援します。性別による固定観念に捉われ
ないキャリア教育（進路指導）を進めるための資料や講師の紹介など、情報の提供を行います。

学校教育課

回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

性別による固定観念に捉われないキャリア
教育（進路指導）を進めるための資料や講
師の紹介など、情報の提供を行います。

内閣府が取り組む女子中高生向け「理
工チャレンジ事業」の情報提供や、男女
共同参画推進連携会議において作成さ
れた副教材「みんなで目指す！SDGS×
ジェンダー平等」について周知しました。

女子中高生の利用に繋がるよう、若い世
代へ情報発信していくことが課題です。
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具体的施策 5 学校における男女平等教育の推進 人権男女共同参画室 学校教育課

事業内容

担当課

取り組みの方向 （２）教育・保育へ携わる者への啓発の推進

具体的施策 6 教職員･保育士等への啓発と情報提供 人権男女共同参画室 子育て・健康課 学校教育課

事業内容

担当課 回答担当

学校教育課 学校教育担当

子どもたちが職業や進路を選択するための
情報や経験の機会が、男女平等に与えられ
るよう、中学２年生を対象に職業体験を実
施します。実施の際には性別による固定観
念に捉われないキャリア教育(進路指導）を
心がけます。

職業体験学習の実施はありませんでし
た。

職業の選択については固定観念に捉わ
れることのないよう引き続き指導に努め
ます。

学校への関係資料の配布や男女共同参画に関する情報提供を積極的に行い、男女平等の視点に立った学校教育を推進します。

回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

学校への関係資料の配布や男女共同参画
に関する情報提供を積極的に行い、男女平
等の視点に立った学校教育を推進します。

女子中高生向けの内閣府が取り組む
「理工チャレンジ」事業について、学校教
育課へ情報提供を行いました。

内閣府や県から収集した情報について
学校教育課との情報共有から事業実施
へ繋げていくことが課題です。

学校教育課 学校教育担当
学校への関係資料の配布や男女共同参画
に関する情報提供を積極的に行い、男女平
等の視点に立った学校教育を推進します。

学校への人権啓発冊子「しおさい」の配
布や男女共同参画に関する情報提供を
積極的に行い、啓発文書等を学校へ周
知しました。

引き続き各学校への情報提供を積極的
に行い、周知に努めます。

学校や保育園などでの男女共同参画教育を推進するため、県等で実施する研修や講演などの資料や講師の紹介など、積極的に情報提
供を行います。

当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

学校や保育園などでの男女共同参画教育
を推進するため、県等で実施する研修や講
演などの資料や講師の紹介など、積極的に
情報提供を行います。

4月に校長会において男女共同参画出
張講座について案内しました。
人権啓発冊子しおさい46集に女性の人
権として第3次苅田町男女共同参画行
動計画の概要を掲載し、各学校・幼稚
園・保育園へ配布し、教育現場での活用
について依頼しました。
また、3月に人権教育研究会社会啓発
部会主催のハラスメント防止研修につい
ても教職員及び保育園の先生方へ参加
を呼びかけました。

町人権啓発冊子「しおさい」へ女性の人
権に関する啓発資料を掲載し、研修等に
活用しやすい内容となるよう努めます。

子育て・健康課 子育て支援担当
保育園の教職員向けに、子どもの発達段階
に応じた系統的指導のための資料や講師
の紹介などの情報提供を行います。

資料の提供や講師の紹介など、情報提
供を行いました。

人権男女共同参画室と連携し、保育園
の職員に向けて情報提供を行っていきま
す。

学校教育課 学校教育担当

県等で実施する研修や講演などの資料等
情報提供に努めます。また、町で男女共同
参画に関する講演会などある際には人権男
女共同参画室と連携し、職員の参加につい
て校長会で呼びかけます。

 １２月１５ 日（日）に町主催人権講演会
が実施された際に、全教職員に向けて
多様性社会について啓発の機会を設け
ました。

引き続き、町での男女共同参画に関する
講演会などある際には教職員の参加に
ついて校長会で呼びかけます。
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Ⅱ　男女が対等に参画するまちづくり

施策の方針 ①政策・方針決定過程への女性の参画拡大

取り組みの方向 （１）審議会・委員会等への女性参画の推進

具体的施策 7 審議会･委員会等への女性委員の登用 全庁

事業内容

成果指標【重点目標】 7 町審議会・委員会における女性委員の割合（地方自治法第202条の3に基づくもの）

目標値 40％（令和９年度） 成果値 32.4%
計画策定時
との比較

下がっている

取り組みの方向 （２）女性の人材育成

具体的施策 8 女性の参画意識の向上 人権男女共同参画室 生涯学習課

事業内容

成果指標 8 女性のエンパワーメント講座開催

目標値 年1回

成果指標 8 公民館で女性対象の各種講座

目標値 １回/年/各公民館

基本目標

審議会などで、女性委員が男性委員と同様に活躍し、多様な視点や発想が、町の施策に反映されるよう、審議会等委員への女性の参画
を促進し、積極的な登用を進めます。

全庁

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

全庁 【別紙3、4】　各種審議会等一覧

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

町審議会・委員会における女性委員の割合
を40％になるよう積極的な登用に努めま
す。

成果値は、昨年度に比べ２．３％上昇しま
した。
各審議会委員の改選時に、積極的な女
性の登用に努めるよう全庁に呼びかけ
ました。その際、県内市町村の女性委員
の登用状況や、委員推薦依頼文書のひ
な形を例示しました。

各審議委員を担当する部署に委員改選
に向けての女性委員の依頼の際には、
今後も引き続き県内の状況や好事例の
周知を行いながら、積極的な女性登用
の重要性についての理解を求めていくこ
とに努めます。

全庁 【別紙3、4】各種審議会等一覧

■理由と今後の課題など

　令和７年４月に実施した審議会等の女性委員数の調査によると、令和６年度設置された審議会３３のうち、女性委員がいない審議会は３となっていました。３３の審
議会のうち女性委員の割合が上昇したのは9の審議会で、横ばいは16でした。また、新設された審議会は２つあり、どちらも女性委員の割合は４０％以上となってい
ます。長年の取り組みにより、新設の際は委員構成に配慮がみられるようになっています。
　また、例年２月に人権男女共同参画室より、委員改選に向けての女性委員の登用促進の依頼についても、資料として県内各市町村の女性委員登用比率の一覧表
と、各所に依頼する推薦依頼の文書のひな型をつけました。
　この取り組みに応じて、危機管理室ではあて職の見直し、各所への推薦の際に文書とともに口頭でも説明することにより、女性委員を増やす取り組みを行ったと報
告がありました。
　このような好事例を周知し、各課の取り組みを後押しすることで、目標値に近づくことができると考えます。しかしながら、同じ人が様々な委員会に委嘱されていない
か、というところは今後の課題として残っています。

女性委員の登用が上昇した課
（）は審議会等の数

総務課（１）、福祉課（２）、子育て・健康課（１）、住民課（１）、学校教育課（１）、生涯学習課（３）

新設した審議会等の女性委員の登
用状況

子育て・健康課（苅田町子ども・子育て会議58.3％）、財政課（苅田町新庁舎建設検討委員会40％）

女性が、自分の潜在的な能力に気付き、その能力を積極的に社会に活かしていけるよう、男女共同参画に関する啓発や「福岡県男女共
同参画センターあすばる」での研修受講の促進、また、女性のエンパワーメント講座の開催など、女性の参画意識向上に向けて様々な取
り組みを推進します。

人権男女共同参画室

生涯学習課
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担当課

具体的施策 9 女性人材の発掘と育成 人権男女共同参画室 全庁

事業内容

成果指標【重点目標】 9 防災士の女性割合　

目標値 40% 成果値 51.2%
計画策定時
との比較

超えている

担当課 回答担当

回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

女性のエンパワーメントに関する研修への
受講促進に努めます。女性のエンパワーメ
ントのための講座について年１回開催しま
す。

国や県が発信する女性の人材育成等に
関する情報について、町の各施設等へ
の配布やホームページ等へ掲載し周知
に努めました。図書館の展示コーナーで
福岡キャリアカフェ・大交流会のチラシと
ともに「働く女性とキャリアアップ」の
テーマで図書の展示を行いました。また
商工会議所との共同により、女性のため
の企業応援セミナーを12月13日に実
施しました。

多くの方へ参加してもらえるような内容
となるよう、情報収集に努めます。

生涯学習課 生涯学習担当

各公民館において女性を対象とした各種講
座を開催します。(1回／年／各公民館）そ
の際に男女共同参画の意識の向上に努め
ます。

3館で女性を対象とした講座を7講座開
催しました。

女性を対象とした講座は複数回開催さ
れていますが、男女共同参画の意識の
向上はできていません。

女性が、あらゆる分野で活躍することができるように、町内の様々な分野で活動する女性を対象に講座・研修会等への参加の働きかけと
支援を行います。

危機管理室

当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

女性が、あらゆる分野でけん引役を担うこと
ができるように、様々な分野で活躍する女性
を対象に、講座・研修会への参加の働きか
けと支援を行います。

令和６年度は実施できていません。

引き続き女性があらゆる分野で活躍するこ
とができるよう、様々な分野で活躍する女性
についての情報を収集し、講座・研修会へ
の働きかけ等行っていきます。

危機管理室 防災担当

防災分野において地域での活躍が期待さ
れる防災士の資格を取得する講習への女
性参加を推進し、防災士の女性割合40％
を目指します。

防災士養成事業により防災士となった者
43名のうち22名（51.2％）

福岡県事業に上乗せする形で実施してい
ます。令和6年度が県事業の最終年度であ
りましたが、令和7年度も同様の形態で実
施されることとなりました。

■計画推進のため意識して取り組んでいるまた、課題を抱えている旨の回答があったもの

総務課 庶務行政担当

女性があらゆる分野でけん引役を担うこと
ができるように、リーダー育成の講座・研修
会について、窓口に来られた方に対して案
内を行うなど、積極的に参加を促します。

自治会加入促進検討会に町内で活躍する
女性リーダーに参加いただき、意見交換を
行いました。

地域活動の担い手不足が課題となってお
り、今後、町内のまちづく団体やボランティ
ア団体で活躍する女性の地域活動への参
画が望まれています。

総務課 人事担当
女性の人材育成をテーマとして扱う研修等
に女性職員が参加します。

特別研修「ダイバーシティ推進」（第1回）～
女性活躍推進～に女性職員１名が受講し
ました。

引き続き女性人材の育成に関連した研修
等にアンテナを向け、参加を促します。

福祉課 地域福祉担当
第2層協議体への女性参画を配慮します。
研修会等への参加を働きかけます。

第２層協議体（小学校区つながり隊メン
バー）38.3％（44/115）
苅田校区　１９名（女性１５名）
馬場校区　１９名（女性６名）
南原校区　２５名（女性１０名）
与原校区　１２名（女性４名）
片島校区　１４名（女性６名）
白川校区　２６名（女性３名）

第2層協議体への参画をや研修会等への
女性の参加を働きかけます。

交通商工課
商工・企業立地
担当

女性活躍に関する講座・研修等の開催案内
等を事業所に積極的に案内します。併せて
毎年開催する創業支援セミナーへの参加を
積極的に促します。

創業応援セミナーを１回開催し、参加者15
名中14名が女性でした。

今後も啓発を継続的に行い女性参加者増
に努めていきます。
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施策の方針

取り組みの方向 （１）地域活動における男女共同参画の促進

具体的施策 10 各種団体等における男女共同参画の促進 人権男女共同参画室 全庁

事業内容

具体的施策 11 地域活動等役員への女性の参画の促進 人権男女共同参画室 全庁

事業内容

農政課 農政水産担当
県と連携を図り、女性農村アドバイザーに研
修等への参加を積極的に促します。

１名女性農村アドバイザーに認定しました。
今後も女性農業者の発掘育成のための働
きかけを行います。

危機管理室 防災担当
自主防災会等地域の避難所運営研修や訓
練を開催し、女性の視点を取り入れた避難
所運営について啓発します。

馬場小学校区で実施した避難所運営訓
練に向けた事前研修の中で男女共同参
画の視点からの災害対応について講座
を設けました。

今後も避難所運営の研修や訓練を実施
する際は、常に女性の視点を取り入れた
内容で実施します。

学校教育課 学校教育担当
総務課人権男女共同参画室と連携し、校長
会を通じ、苅田町男女共同参画出張講座に
ついての情報提供を行います。

人権男女共同参画室と連携し、校長会
を通じ、苅田町男女共同参画出張講座
についての情報提供を行いました。
また、学校給食センターの調理員、職員
向けの人権研修に出張講座を利用しま
した。（8/28実施、３６名の参加）

人権男女共同参画室と連携し、引き続き
情報提供を行います。

②地域活動や様々な分野における男女共同参画の推進

事業所や各種団体などを対象に男女共同参画に関する啓発講座（男女共同参画出張講座）を実施します。講座を通して、課題を発見
し、施策に反映するよう努めます。

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

各種団体に対し、男女共同参画出張講座
の利用を促し、男女共同参画について啓発
を行います。利用団体を増やしていけるよ
う、呼びかけます。また、毎年同じ内容になら
ないよう、開拓し、利用をして頂けるよう働き
かけます。

町広報をはじめ、庁舎内システム等を利
用し、また、各種会議の冒頭に利用を呼
びかけ、出張講座の利用促進に努めま
した。企業による出張講座の利用にもつ
ながりました。

利用団体の固定化や公民館での自主
グループも少人数になっています。時代
に合ったテーマでの講座・講師が紹介
できるよう情報収取に努めます。

■独自または出張講座の利用等で啓発事業を実施

生涯学習課 生涯学習担当
各公民館利用者に向け、男女共同参画に
関する啓発講座（男女共同参画出張講座）
の案内等を実施します。

公民館指導員へ指導員会議の際に出
張講座利用の呼びかけを行い、小波瀬
コミュニティセンターで男女共同参画に
関する講座を実施しました。（11/20実
施、８名の参加）

出張講座の利用について指導員へ積極
的に呼びかけるとともに、公民館利用者
へも案内等を行っていきます。

■関係団体への紹介を行ったと回
答した課

総務課（庶務行政）、企画課、福祉課、子育
て・健康課（子育て支援）、交通商工課

利用にはつながらなかったものの、出張講座の利用促進のため、関係団体への紹
介を行った。

様々な分野において女性の参画を促進するとともに、女性団体の育成や活動支援を行います。方針決定を含む地域の活動への女性の
参画を推進するよう地域団体へ働きかけます。

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

様々な分野において女性の参画を推進する
とともに、女性団体の育成や支援を行いま
す。また、女性が中心となっているボランティ
ア団体を管轄する担当課との連携も図って
いきます。女性団体の把握（各課聴き取り調
査）を行います。

女性団体の育成や活動支援等、地域団
体への働きかけはできていません。

女性が活躍する団体についての把握が
課題の一つとなっています。また、様々な
分野で女性参画が推進されるよう、女性
を中心とする団体等にとって必要な支援
に繋げることができるように、管轄する担
当課へ女性参画の重要性についての理
解を求めていきます。
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取り組みの方向 （２）安全・安心のまちづくりにおける男女共同参画推進

具体的施策 12 男女共同参画の視点を取り入れた災害対策 危機管理室 消防本部

事業内容

成果指標 12 消防団の女性団員

目標値 5名

地域活動の担い手不足が課題となって
おります。女性の地域活動への参画につ
いて、効果的な働きかけの方法を検討し
ます。

■計画推進のため意識して取り組んでいるまた、課題を抱えている旨の回答があったもの

総務課 庶務行政担当

地域活動における男女共同参画の促進の
ため、地域の活動を担う方に対して啓発活
動を行います。引き続き、区長連合会役員会
等で地域役員等への女性参画について必
要性などを紹介するほか、窓口において積
極的にご案内します。

自治会加入促進検討会で、町内で活躍
する女性リーダーに参加いただき、意見
交換を行いました。また、区長連合会会
議を通じて講座等の案内を行いました。

地域活動の中で女性の参加は多数あり
ますが、女性の自治会役員やリーダーは
不足しています。女性リーダーの必要性
について地域でも認識しており、育成に
取り組んでいきたいという方向性は地域
と共有していますが、成果はあがってい
ません。

団体会員のうちの１団体は、女性が代表
を務めており、会員にも女性が比較的多
く在籍しています。全体的に会員の年齢
層が高いため、若い世代の新規会員の
加入増が課題となっています。

危機管理室 防災担当

自主防災組織における各種会議で災害対
策等に女性の視点を取り入れる必要性に
ついて説明し、地域の防災活動等への女性
参画を促します。

新規設立自主防災会は1団体
訓練に参加した女性割合　51.3％

自主防災組織9団体が訓練実施（女性
233/全体454）
・今古賀区59/105・猪熊区11/22
・緑ヶ丘区52/102・百合ヶ丘区22/40
・八田山区6/15・新津区44/81
・片島区15/43・桜ヶ丘区12/23
・若久二区12/23

訓練を実施した自主防災組織のうち大半
で女性の参加が過半数となっており、訓練
が実施された地区において、地域防災への
関心の度合に男女の差はないと言えます。
今後、多様な視点が活かされるよう、地域
防災における意思決定の場に女性の参画
が進むよう、男女共同参画担当と連携して
啓発に取り組みます。

福祉課 地域福祉担当
地域福祉計画推進団体メンバーの役員に
女性の参画が進むよう助言します。

第２層協議体（小学校区つながり隊メン
バー）
苅田校区　１９名（女性役員：１名）
馬場校区　１９名（女性役員：１名）
白川校区　２６名（女性役員：１名）

公民館講座の講師には比較的女性講
師の割合が高い傾向にあります。

農政課 農政水産担当
苅田町農政補助員への女性の参画を促進
します。

女性比率は現在13％程度です。
引き続き苅田町農政補助員に対し、女
性の参画を呼びかけます。

環境課 環境対策担当
第３次かんだ環境未来図－苅田町環境基
本計画－の住民組織「かんだエコねっと」へ
の女性参画を向上させます。

R6年度中の新規加入はありませんでし
た。既存会員は、団体会員(2団体)及び
個人会員(6人)の合計35人で構成され
ており、うち女性会員数は15人(43%)
となっています。

理由と今後の課題

生涯学習課
スポーツ・文化振
興担当

各種講座の講師等に女性を積極的に登用
することで、女性の参画の促進を図ります。

イベント時には女性講師の登用を促進して
います。

講師に女性を積極的にすることで、女性の
参加を促せると考えるもについては積極的
に依頼します。

生涯学習課 生涯学習担当
各種講座の講師等に女性を積極的に登用
することで、女性の参画の促進を図ります。

延べ59名の女性が講師をしています。

訓練を実施した自主防災組織のうち大
半で女性の参加が過半数となっており、
訓練が実施された地区において、地域
防災への関心の度合に男女の差はない
と言えます。
今後、多様な視点が活かされるよう、地
域防災における意思決定の場に女性の
参画が進むよう、男女共同参画担当と
連携して啓発に取り組みます。

災害対策に、多様な視点や発想が活かされるよう、自主防災や防火活動の取り組みに男女共同参画の視点を取り入れます。

消防本部

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値)

消防本部 庶務係

災害対策に、男女それぞれの多様な視点や
発想が活かされるよう自主防災や防火活動
の取り組みに男女共同参画の視点を取り入
れます。消防団の女性団員の増員に努めま
す。

ＨＰや広報誌等による加入活動を実施
し、前年度から２名増え、５名になりまし
た。

デジタルサイネージ事業やＨＰや広報誌
による加入活動の継続及びポスターの
配布等を実施します。

危機管理室 防災担当

災害等訓練の際に女性の意見を取り入れ
るよう努めます。災害対策に、多様な視点が
活かされるよう、自主防災組織における女
性の役員割合の増加の重要性を啓発しま
す。

新規設立自主防災会は1団体
新規設立：木ノ元区
訓練に参加した女性割合　51.3％
自主防災組織9団体が訓練実施
（女性233/全体454）
・今古賀区59/105・猪熊区11/22・
緑ヶ丘区52/102・百合ヶ丘区22/40・
八田山区6/15
・新津区44/81・片島区15/43・桜ヶ丘
区12/23
・若久二区12/23
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Ⅲ　男女が健康で安心して暮らせる環境づくり　苅田町ＤＶ対策基本計画

施策の方針 ①DVの防止および被害者の支援

取り組みの方向 （１）DVの未然防止のための取り組みの推進

具体的施策 13 DVの正しい理解の普及 人権男女共同参画室 子育て・健康課

事業内容

成果指標【重点目標】 13

目標値 35％（令和８年度） 成果値 －
計画策定時
との比較

－

成果指標 13 児童虐待とDVの関連について広報誌での啓発

目標値 子育て・健康課 年１回

具体的施策 14 若年層などへの教育と啓発 人権男女共同参画室 学校教育課

事業内容

成果指標 14 「デートDV」について「言葉も内容も知っている」人の割合（男女共同参画意識調査）

目標値 50％（令和8年度）

成果指標 14 中学校・高等学校でのデートDVや性犯罪、セクシュアル・ハラスメントの予防啓発

目標値 年3回

担当課

基本目標

町民に、いかなる暴力も許容しない意識が醸成されるよう、ＤＶの正しい知識の普及に向けて啓発を進めます。家庭内のDVは子
どもにとって心理的な児童虐待であるとの認識から、面前ＤＶについても周知と啓発を行います。

「かんだ女性ホットライン」について「言葉も内容も知っている」人の割合（男女共同参画意識調査）

人権男女共同参画室

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

ＤＶの正しい知識の普及にむけて啓発を進
めます。広報やホームページにDVに該当す
る行為や相談先を掲載し、DVの正しい知識
の普及に向けて啓発を進めます。

広報かんだやホームページでかんだ女
性ホットラインを周知しています。11/12
～25の女性に対する暴力をなくす運動
期間には内閣府から提供された情報等
をホームページへの掲載やポスターの
掲示、また苅田駅時計台においてパー
プルライトアップを実施、各施設にポス
ターを掲示しました。

毎年運動期間には広報かんだやホーム
ページ等利用しDVについての正しい知
識の普及に向けて啓発を進めます。町内
各施設にポスターを掲示することなども
含め、啓発範囲の拡充を検討します。

子育て・健康課
子ども家庭相談
担当

児童虐待防止のため、子どもへの面前DV
について、年に1回広報誌に掲載し、啓発を
行います。

児童虐待防止推進月間（11月）にあわ
せ、広報誌にて児童虐待についての啓
発を行いました。

児童虐待について理解してもらい、児童
虐待の早期発見を行います。

若い世代に、いかなる暴力も許容しない意識が醸成されるよう、男女平等教育を通じて暴力やデートDVなどの予防に関する啓発を進め
ます。

人権男女共同参画室

人権男女共同参画室

回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

苅田中学校、新津中学校、福岡県立苅田工
業高等学校でのデートDV予防講座をしま
す。

目標の3回を実施できました。また、4/1
～4/30の若年層の性暴力被害予防月
間について、町ホームページにて周知し
ました。

継続してデートDV防止講座を実施でき
るように各校へ積極的に呼びかけていき
ます。
学生に向け、きめ細やかな情報を提供し
ていきます。

学校教育課 学校教育担当
総務課人権男女共同参画室と連携し、男女
平等教育を通じて暴力やデートDVなどの
予防に関する啓発を進めます。

校長会において、人権男女共同参画担
当より、DV防止のため、苅田町女性ホッ
トラインについての周知や協力連携を呼
びかけていただく機会をもうけました。

引き続き総務課人権男女共同参画室と
積極的に協力し、養護教諭等との連携
により、DVの予防・防止に努めて行きま
す。
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（R６実施状況報告書）

取り組みの方向 （２）DV相談体制の充実

具体的施策 15 DV防止に関する情報提供や相談窓口の周知 人権男女共同参画室

事業内容

具体的施策 16 相談体制と連携体制の充実 人権男女共同参画室

事業内容

具体的施策 17 相談員の資質向上 人権男女共同参画室

事業内容

成果指標 17 DV被害者保護関係者並びに関係課職員研修

目標値 年1回

「かんだ女性ホットライン」や「配偶者暴力相談支援センター」など、DV相談窓口の情報が必要な人に届くよう、周知に努めます。

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

ＤＶの早期発見と支援に向けて、町民がＤＶ
に対する正しい理解を深めることができるよ
う普及啓発に取り組むとともに、「かんだ女
性ホットライン」や「配偶者暴力相談支援セ
ンター」などの相談窓口について、町広報に
て案内するなど町民に広く周知を行います。

広報かんだ、人権啓発冊子「しおさい」、
ホームページ等を通じて各種相談窓口
の周知に努めました。町内施設にはホッ
トラインカードを設置し、生理用品の配布
の際にもホットラインカードを渡すなど、
かんだ女性ホットラインの周知に努めま
した。
また３月の民生委員・児童委員協議会
定例会にて「かんだ女性ホットライン」の
概要説明と「かんだ女性ホットライン」
カードを配布し、DV等が疑われる相談
を受けた際の相談窓口の周知を行いま
した。

継続してDV相談窓口の周知に努めま
す。利用者の視点に立ち、よりアクセスし
やすい情報提供に努めます。男性のDV
加害者・被害者に対しての相談窓口に
ついても情報を収集し、周知に努めま
す。

関係各課で組織するDV防止庁内連絡会議による相談のネットワークの構築により相談体制を充実して相談者への迅速で適切な対応を
図ります。

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

かんだ女性ホットラインによる相談体制の充
実と、被害者の負担軽減に繋がる相談ネッ
トワークの充実に努め、相談者への迅速で
適切な対応を図ります。

福祉課主催の庁内ネットワーク連携会
議に月1回出席し、各課に所属する相談
員と相談体制の充実を図り、相談員の
相互連携により、相談者への適切な対
応へと繋げています。

相談ネットワークの充実に努めることで、
被害者の負担軽減に繋がるよう努めま
す。

職員や相談員が高い技術で相談にあたれるよう、研修などを通して相談の質の向上に努めます。

人権男女共同参画室

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

相談を受ける職員や相談員が高い技術で
相談に従事できるよう、専門性のある研修
の受講に努めます。また、スーパーバイザー
の指導を仰ぎ、相談体制の質の向上に努め
ていきます。

内閣府や国立女性会館、福岡県女性相
談所等主催の研修等に担当者・相談員
ともに受講しました。また、9月と3月に
スーパーバイザーの指導を仰ぎ、相談体
制の質の向上に努めました。

オンラインなどで受講できる研修も増え
てきていることから、質の高い研修が受
講できるようになっています。
相談件数が増えていることから、質の向
上とともに心理的負担に関するストレス
セルフケアなどについての研修も必要と
なっています。
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（R６実施状況報告書）

取り組みの方向 （３）DV被害者保護対策の充実

具体的施策 18 被害者の早期発見のための啓発 人権男女共同参画室 全庁

事業内容

成果指標 18 民生委員会議での要請　

目標値 福祉課 年１回

成果指標 18 園長会議での要請　

目標値 子育て・健康課 年１回

成果指標 18 校長会での要請　

目標値 学校教育課 年１回

成果指標 18 毎年11月のDV防止週間に関係各所への啓発・情報提供

目標値 年１回

潜在化しやすい被害者を早期に発見し、支援できるよう、DV防止法に基づく通報努力義務の周知や啓発に努めます。

人権男女共同参画室

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

毎年11月のDV防止週間に関係各所への
啓発・情報提供を行います。ＤＶ被害者が利
用する可能性の高い窓口担当職員に対し、
潜在化しやすい被害者を早期発見、支援す
るための通報努力義務の周知を行い、早期
発見に努めます。

4月の校長会開催時に、DVに関する対
応について、学校教育課との情報連携
について要請を行いました。
5/14にDV防止庁内連絡会議を開催
し、DVの情報提供等に関する協力につ
いて呼びかけました。

DVの早期発見に繋がるよう、引き続き
支援するための通報努力義務の周知を
行っていきます。

福祉課 地域福祉担当
民生委員児童委員協議会で研修、情報提
供を行い、被害者の早期発見に繋がるよう
努めていきます。

民生委員・児童委員協議会定例会で
「かんだ女性ホットライン」のカードを配
布のうえ事務局から概要を説明し、被害
者の早期発見について協力を要請しま
した。

地域に根差した活動の中でDVについて
の通報、情報提供が行われることで、被
害者の早期発見に繋げます。

子育て・健康課 子育て支援担当

必要に応じて保育園の園長会議において、
DVの被害者として疑われる家族へのへの
対応について情報提供・情報共有等行いま
す。

園長会議で要請のうえ、個々の園長と家
族への対応を随時話し合っています。ま
た、園から情報提供があった場合には子
ども家庭相談担当につなぎ、必要な支
援を行っています。

DVは児童虐待とかかわりが深いため、
保育園との連携が重要です。関係機関
と連携し、情報提供・情報共有をおこな
います。

子育て・健康課
子ども家庭相談
担当

児童虐待の早期発見のための広報を年1
回児童虐待ダイヤルについては月1回広報
かんだに掲載します。DVのあるケースでは、
児童虐待案件につながるため、女性相談員
と情報連携を図ります。

児童虐待の早期発見のため、児童虐待
についての啓発を11月、児童虐待ダイ
ヤルを毎月広報誌に載しました。DVの
あるケースについては、女性相談員と情
報連携を図り対応しました。

全国的に児童虐待が増加しているため、
住民の意識の向上を図り児童虐待の早
期発見を行います。

学校教育課 学校教育担当
人権男女共同参画室より、校長会でＤＶ防
止法に基づく通報努力義務の周知や啓発
ができるよう努めます。

校長会において、人権男女共同参画担
当より、DV防止のため、苅田町女性ホッ
トラインについての周知や協力連携を呼
びかけていただく機会をもうけました。各
中学校でデートＤＶ講座を行いました。

引き続き人権男女共同参画室と積極的
に協力し、DVの予防・早期発見に努め
て行きます。

■計画推進のため意識して取り組んでいるまた、課題を抱えている旨の回答があったもの

総務課 庶務行政担当

町民を対象とした突発的事業等実施の際
にはDV等相談のある場合には人権男女共
同参画室と連携を図り早期発見に努めま
す。

国が進める低所得者及び価格高騰支
援に対する給付金を実施する中でDV等
相談があり、人権男女共同参画室と連
携を図り対応しました。

今後も突発的事業等実施の際にはDV
等相談のある場合には人権男女共同参
画室と連携を図り早期発見に努めます。

消防本部 庶務係
必要に応じて、DVの被害者として疑われる
家族へのへの対応について関係機関等へ
の通報努力義務の周知や啓発に努めます。

DV被害者の通報は0件。搬送はありま
せんでした。警察との連携促進を図りま
した。

今後も事業を推進いたします。

企画課 広報広聴担当
DVについて人権男女共同参画室と連携
し、広報紙等を通じて啓発に努めます。

DVについて人権男女共同参画室と連
携し、広報紙等を通じて啓発に努めまし
た。

さまざまな世代の方に情報提供をどの
ように行っていくことが課題。
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（R６実施状況報告書）

具体的施策 19 被害者保護のための関係機関との連携 人権男女共同参画室 全庁

事業内容

成果指標 19 DV防止庁内連絡会議

目標値 年１回

取り組みの方向 （４）DV被害者の自立支援

具体的施策 20 被害者等の個人情報の保護 全庁

事業内容

住民課 国保年金担当

窓口対応での発見の機会が多いため、職
員全員のDVへの理解を深め、協力連携に
努めます。被害者として疑われる家族への
対応について人権男女共同参画室との情
報提供・情報共有等行います。

情報共有を行いました。
研修などに参加した資料を係内で情報
共有している。

危機管理室 防災担当

避難所が開設される際には、避難所での
DVや性犯罪の防止に努めるとともに、DV
や性犯罪を起こさせない環境整備に努めま
す。

避難所開設の際には、人権男女共同参
画担当と連携を図り、該当者の有無を把
握しました。

引き続き、避難所開設の際には人権男女
共同参画推進担当との連携を図り、男女共
同参画の視点を取り入れた、安全・安心の
確保に努めます。

ＤＶ防止庁内連携会議を開催し、関係各課の連携を強化するとともに、被害者等への適切な対応を徹底するための情報共有を図ります。
県内の関係機関、近隣市町村、関係団体等との連携を強化し、被害者の保護と支援に取り組みます。

人権男女共同参画室

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

福岡県の各部署、近隣市町村、町内各部署
や関係団体などと連携して被害者保護に取
り組みます。ＤＶ防止庁内連絡会議を年１回
開催し、関係各課との連携を図ります。

ＤＶ防止庁内連絡会議を年１回開催し、
関係各課との連携を図りました。
福岡県男女共同参画行政及び配偶者
等からの暴力防止担当課長会議、福岡
県配偶者からの暴力防止等対策京築
地域連絡会議等へ出席し、関係団体と
の情報共有を図りました。

福岡県の各部署、近隣市町村、町内各
部署や関係団体などと連携して被害者
保護に取り組みます。ＤＶ防止庁内連絡
会議を年１回開催し、関係各課との連携
を図ります。

DV防止庁内連絡会議に該当する課おいては、会議内容について課内での情報共有や関係機関との連携を図りながら適切な支援に努めています。
（高齢者福祉担当）実際にDV案件が起こった場合、高齢者虐待とも関連してくるため、男女共同参画との綿密な情報共有と迅速な協力体制の構築が必要。
（障がい福祉担当）障がい者でもある女性対する支援は、障がい担当のみの対応ではなく担当課協力が必要。

■DV防止庁内連絡会議の構成員
住民課、福祉課、子育て・健康課、学校教育課、都市計画課、上下水道課、税務課、総合行政委員会、企画課、危機管理室、総務
課、消防本部の担当者

早期発見から自立支援のあらゆる過程において、被害者とその同伴家族の安全確保のため、個人情報の厳重な管理を行います。

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

早期発見から自立支援のあらゆる過程にお
いて、被害者とその同伴家族の安全確保の
ため、個人情報を厳重に管理します。全庁
的にＤＶ被害者の周知を迅速・正確に行い、
被害者宛の通知文書やアンケートの発送を
規制している対象者に漏れ等ないか確認を
徹底します。

住民課総合窓口担当と連携し、住民基
本台帳支援措置を受け、マイナンバー支
援措置を受ける者について個人情報を
厳重に管理するよう各課に呼びかけま
す。また、被害者宛の通知等から個人情
報が遺漏することのないよう、各課と連
携し個人情報の保護に努めています。

各課との連携を図り、個人情報の保護に
努めます。各窓口担当者への、被害者保
護に観点をおいた様々な場面での安全
確保についての啓発が課題となっていま
す。
（各課からの回答は下記にまとめ）

（全庁）

住民基本台帳支援措置の情報共有を行っている課からは、個人情報の取り扱い、情報連携、保管場所などについて厳重に行っているという回答がありました。税情
報等他市町村への照会事務上の中間サーバーを利用する際にも、エラーが生じないよう注意をしています。
また、本来、転出に伴い支援措置は解除になりますが、介護保険担当においては、住所地特例という取り扱いが残り、手作業での確認となっており、今後の事務の進
め方に検討が必要であると課題を上げています。

■住民基本台帳支援措置の情報
共有を行っている課

住民課、福祉課、子育て・健康課、学校教育課、都市計画課、上下水道課、税務課、総合行政委員会、企画課
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具体的施策 21 DV被害者の自立にむけた支援の充実 福祉課 子育て・健康課 全庁

事業内容

成果指標 21 要保護児童対策地域協議会実務者会議

目標値 月１回

被害者とその同伴家族が、安全で安心して生活が再建できるよう、さまざまな観点から切れ目のない支援を行います。

子育て・健康課

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

公営住宅担当
DV被害の相談がある際には、人権男女共
同参画室と連携を図り、様々な支援の可能
性を検討します。

「DV防止庁内連絡会議」による情報を
共有しました。また緊急避難先として活
用できるよう、お風呂、照明、カーテンの
取り付けを行いR6.6月末より入居が可
能となりました。

新しい情報を取り入れ、適切な対応に努
めます。

子育て・健康課
子ども家庭相談
担当

要保護児童対策地域協議会実務者会議を
月に1回開催し、情報連携を図ると共に、
様々な支援を検討します。また、DV被害の
ケースについては、人権男女共同参画室と
連携を図り、様々な支援の可能性を検討し
ます。

要保護児童対策地域協議会実務者会
議を月に1回開催し、情報連携を図ると
共に様々な支援を検討します。また、DV
被害のケースについては人権男女共同
参画室と連携を図り、様々な支援の可能
性を検討します。

関係機関等と情報の連携を行い、様々
な観点から支援を検討していきます。

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

被害者と同伴家族の個人情報を整理し、切
れ目のない支援ができるよう各課と協力し
ます。要保護児童地域対策協議会実務者
会議に月１回出席し、情報連携に努めます。

要保護児童地域対策協議会実務者会
議、ふくしの総合相談庁内ネットワークの
月例会議やケース会議に参加。またDV
防止庁内連絡会議の開催により情報連
携体制を維持しました。また、福岡県主
催の困難女性支援会議に参加し関係者
との情報共有に努めました。

支払い猶予や減免の対象にできる公共
料金がないかなど、さらに情報収集が必
要です。

■計画推進のため意識して取り組んでいるまた、課題を抱えている旨の回答があったもの

総務課 庶務行政担当

町民を対象とした突発的な支援事業等生じ
る際に被害者家族からの相談を受けた際に
は、支援について人権男女共同参画室と連
携を図りながら課内で検討します。

国が進める低所得者及び価格高騰支
援に対する給付金を実施する中でDV等
相談があり、人権男女共同参画室と連
携を図り対応しました。

今後も突発的な支援事業等生じる際に
被害者家族からの相談を受けた際に
は、支援について人権男女共同参画室
と連携を図りながら支援を行います。

福祉課 地域福祉担当
DV被害の相談がある際には、人権男女共
同参画室と連携を図り、庁内ネットワークに
て様々な支援の可能性を検討します。

課題が複合化しているケースについて
庁内ネットワークで情報共有し、関係機
関と協議しながら適切な支援に繋げまし
た。

引き続き庁内各部署や関係機関とも連
携し、包括的な支援に努めます。

子育て・健康課 子育て支援担当
DV被害の相談がある際には、人権男女共
同参画室と連携を図り、様々な支援の可能
性を検討します。

窓口対応時に、ＤＶと考えられる相談が
あった際には人権男女共同参画室と連
携を図り、支援に繋ぎました。

引き続き人権男女共同参画室と連携し、
支援を必要としている人への対応を行
います。

学校教育課 学校教育担当
DV被害の相談がある際には、人権男女共
同参画室と連携を図り、様々な支援の可能
性を検討します。

人権男女共同参画室と連携を図り、情
報を共有しました。また、指導主事、
SSW、学校が連携し被害者保護への取
り組みをおこないました。

引き続き、庁内各部署や学校と連携して
被害者支援に繋がるよう努めます。

住民課 国保年金担当
DV被害の相談がある際には、人権男女共
同参画室と連携を図り、様々な支援の可能
性を検討します。

人権男女共同参画室と連携して事務を
遂行しました。

引き続き、住基ロックの手続きの申し出
がある場合は、速やかに人権男女共同
参画室と連携を図ります。

都市計画課
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施策の方針 ②性に関するあらゆる暴力の根絶

取り組みの方向 （１）性暴力の防止と被害者の支援

具体的施策 22 性犯罪など被害防止に向けた啓発 人権男女共同参画室 危機管理室 学校教育課

事業内容

成果指標 22

目標値 年３回

担当課 回答担当

具体的施策 23 性暴力被害者への支援 人権男女共同参画室

事業内容 「性暴力被害者支援センター・ふくおか」等の専門相談窓口の情報を提供し、性暴力被害者の支援へ繋げます。

担当課 回答担当

取り組みの方向 （２）セクシュアル・ハラスメント等の防止と対策の充実

具体的施策 24 セクシュアル・ハラスメント等の防止のための啓発 人権男女共同参画室

事業内容

夜間パトロールのような参加型の防犯啓発など、町民や関係機関と連携して、性犯罪などの被害防止啓発を進めます。

中学校・高等学校でのデートDVや性犯罪、セクシュアル・ハラスメントの予防啓発【再掲】　

人権男女共同参画室

当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画推進担当

女性の被害者が相談しやすい窓口などの
情報提供を行います。苅田中学校、新津中
学校、福岡県立苅田工業高等学校での
デートDV予防講座を行います（ 3回/年）。

4/1～4/30の若年層の性暴力被害予
防月間について町ホームページ等利用
し周知しました。
11/12～25の女性に対する暴力をなく
す運動期間には内閣府からの情報等、
ホームページへの掲載や各施設にポス
ターの掲示、また苅田駅時計台において
パープルライトアップを実施しました。

各学校との情報共有により、引き続き
デートDV予防講座を始めとする被害防
止に向けた講座の実施を呼びかけ、定
期的な実施に努めます。

危機管理室 生活安全担当

性犯罪の防止に向けた取り組みを推進しま
す。職員によるパトロール実施に加え、夜間
には警察や地域住民と共に危険個所のパト
ロールを実施します。また、県や警察が作成
する啓発チラシ等を町内施設に配架し周知
に努めます。

夜間パトロールを年４回実施しました。

警察や団体と連携して、地域の防犯に力
を入れています。夜間パトロールの参加
者を増やすため、今後の参加者の呼び
かけなどに工夫が必要です。

学校教育課 学校教育担当

危機管理室と連携し、学校や保護者に対し
不審者に関する情報提供を行います。また、
性犯罪に関するチラシなど、各関係部署か
らの配布がある場合にも積極的に協力し、
啓発に努めます。

各学校や関係機関に不審者に関する情
報提供を行いました。被害が発生した個
所については、青パトによる見回りを強
化しました。性犯罪に関するチラシなど、
各関係部署からの配布がある場合には
校長会を通じて各学校へ依頼し、啓発に
努めました。

不審者情報に関しては、今後も速やかな
連携の下、情報提供を行います。性犯罪
に関するチラシなど、各関係部署からの
配布がある場合にも積極的に協力し、啓
発に努めます。

当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

女性の被害者が相談しやすい窓口などの
情報提供を行います。性暴力被害者支援セ
ンターふくおかや福岡県警察などの相談窓
口についてホームページへの掲載・パンフ
レットの設置などにより、情報提供を行いま
す。

福岡法務局と福岡県人権擁護員協議
会における11/15～21までの「女性の
人権ホットライン」強化週間や、内閣府に
よる11/12～25までの「女性に対する
暴力をなくす運動」期間について、町
ホームページ等掲載やポスター・パンフ
レットの設置などにより情報提供に努め
ました。また、11/1～25日の期間、苅田
駅時計台を紫色にライトアップする
「パープル・ライトアップ」を実施しまし
た。

引き続き内閣府や県からの情報に基づ
き、情報提供に努めます。
また女性ホットラインへの相談に、ネット
を通じて知り合った素性のよく分からな
い相手とのトラブルや、リベンジポルノな
どの相談も入るようになってきています。
このような被害者への支援の在り方が
今後の課題です。

セクシュアル・ハラスメントをはじめとしたハラスメントを許容しない意識が醸成されるよう、正しい知識の啓発を進め、相談窓口などの情
報提供を行います。
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担当課 回答担当

具体的施策 25 関係機関との連携 人権男女共同参画室

事業内容

担当課 回答担当

施策の方針 ③生涯にわたる心身の健康づくり

取り組みの方向 （１）リプロダクティブ・ヘルス＆ライツについての理解・知識の浸透

具体的施策 26 リプロダクティブ・ヘルス＆ライツに関する教育・啓発 人権男女共同参画室 子育て・健康課

事業内容

当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラス
メント防止等の研修や啓発を行います。

研修会等でのアンケートでは受講したい
テーマとして「ハラスメント」に関する希
望が多く、出張講座（8/28）及び人権
教育研究会社会啓発部会主催の研修
（2/25）において「ハラスメントのない
職場」をテーマとした研修を行い、ハラス
メントに対する正しい理解と予防につい
ての啓発を行った。

出張講座の内容にも、ハラスメント予防
を希望されるケースが多く、様々なハラス
メント予防について情報収集に努めま
す。庁内においては人事担当と連携を図
り、職場環境整備のために定期的な啓
発や講座の実施に繋げていくことが課
題です。

セクシュアル・ハラスメント等の被害防止や被害者支援について、啓発・相談など関係機関と連携して取り組みます。

当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

セクシュアル・ハラスメント等の被害防止や
被害者支援について、啓発・相談など関係
機関と連携して取り組みます。

女性相談への令和6年度セクシュアル・
ハラスメントの相談件数は0件でした

セクシャル・ハラスメントについての相談
の際には、社会資源が整備されているた
め、スムーズに対応できています。引き続
き、被害防止や被害者支援について関
係機関と連携して取り組みます。
性暴力についての相談についての関係
機関との連携について課題を感じていま
す。

性や妊娠・出産について、一人ひとりが互いの人権を尊重しつつ正しい知識に基づき自己決定ができるよう、リプロダクティブ・ヘルス＆
ライツに関する啓発を行います。学校や各種団体等に対し、講師や教材についての情報提供等行います。

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画室

中学校でのデートDV予防講座の中で情報
提供・啓発を行います。
また、女性の支援事業として、経済的な理由
等により、必要な生理用品を用意することが
困難な方へ、無償配布を実施するとともに、
生活やその他女性が抱える様々な悩みにつ
いて相談することができる窓口（かんだ女性
ホットライン）について周知します。

苅田中学校、新津中学校、苅田工業高
等学校でのデートDV防止講座の内容
に、自分と相手を守る境界線（バウンダ
リー）や同意（コンセント）について触れ、
「自分のことは自分で決めていい」とい
う意識の重要性について伝えました。
また、しおさい４７号にリプロダクティブ・
ヘルス＆ライツのテーマを掲載し、Ｒ７年
度の啓発につなげました。

引き続きデートDV防止講座を実施しま
す。生理用品については、引き続き困難
を抱える女性の支援に繋げていきたいと
考えます。

子育て・健康課
子ども家庭相談
担当

ＨＩＶ／エイズ等性感染症について、健康に
与える影響や予防について、パンフレットの
配布やポスターの掲示など啓発に取り組み
ます。必要に応じて県の相談事業につなぎ
ます。

妊娠・出産に向けてのリーフレット（福岡
県・福岡県看護協会作成）を配布しまし
た。相談については、必要に応じて県の
相談事業につないでいます。

妊娠・出産について正しい知識が持てる
よう啓発を行います。
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具体的施策 27 年代に応じた性教育 人権男女共同参画室 学校教育課

事業内容

具体的施策 28 女性の心身の健康に関する情報提供・啓発 子育て・健康課

事業内容

取り組みの方向 （２）ライフステージに配慮した男女の健康支援

具体的施策 29 主体的に取り組む健康づくり 子育て・健康課 住民課 生涯学習課

事業内容

成果指標 29 男女別特定健康診査受診率　

目標値 男女とも60％以上

担当課 回答担当

お互いの人権を尊重する、性と身体に関する正確な知識と情報を得られるよう年代に応じて性教育を実施します。また、学校に対して講師
や教材等の情報を積極的に提供していきます。

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画室

講師や教材等の情報について収集し、学校
への提供に努めます。

性暴力対策アドバイザー派遣事業を各
小中学校へ呼びかけを行い、小学校高
学年は２年に１回、中学校は３年に１回
実施しています。
Ｒ6年度の実施校は苅田小学校、南原
小学校、片島小学校の3校でした。

講師や教材等の情報について情報収集
に努めます。

学校教育課 学校教育担当

人権男女共同参画室と連携し、資料や研修
講師の紹介など情報提供を行います。各学
校で、事業内容に沿った内容で学校職員研
修を実施することに努めます。

県主催の「プレコンセプションケア」の研
修を養護教諭を対象に行い、生徒たち
へ性や妊娠に関する正しい知識の共有
に努めています。

実施内容を把握し、行動計画に沿った
内容であるかを人権男女共同参画室と
検討し、研修開催時のテーマ等の参考
にします。

産前産後や更年期など女性のライフステージにおける心身の健康とその権利が尊重されるよう、施策を充実します。

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

子育て・健康課
子ども家庭相談
担当

両親学級、赤ちゃん訪問、各種健康教室を
通じて女性の健康に関する情報提供や啓
発を行います。

両親学級（年4回）、赤ちゃん訪問（296
名）、母子手帳交付時面談（289名）を
通じて女性の健康に関する情報提供や
啓発を行いました。両親学級では父親の
受講を呼びかけています。

女性の健康について、様々な機会を通し
て啓発を行います。

男女が自らの心身の健康管理に主体的に取り組み、生涯現役で社会参画できるよう、予防啓発や対策に取り組みます。

住民課

当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

住民課 国保年金担当

男女別特定健康診査受診率について、男
女ともに44％以上を目指します。　（第3期
国民健康保険保健事業実施計画（データ
ヘルス計画）に基づく数値目標）

男性38.2％、女性46.8％で、男性の受診
率が達成できていません。

今後は、がん検診と同時実施等、受診率向
上へ向け努力します。

子育て・健康課 健康サポート担当

特定保健指導、成人歯科検診（8～10月）
を実施し、年代及び性別別に実施状況を把
握します。

特定保健指導、成人歯科検診（8～10月）
を実施し、年代及び性別別に実施状況を把
握しています。

男女ともに受診しやすい環境を整えます。

【別紙5】　特定健診受診者数・特定保健指導数・成人歯科健診受診者数

子育て・健康課
子ども家庭相談
担当

がん検診（10～11月）を実施し、年代及び
性別別に実施状況把握します。

がん検診については、１０月～１１月までの
間、合計１６回（町内６か所の公民館等）実
施しました。
健診受診者
肺がん（男性341人、女性555人）胃がん
（男性186人、女性215人）大腸がん（男
性370人、女性651人）乳がん（女性410
人）子宮がん（女性328人）

受診しやすい曜日の設定やがん検診につ
いての啓発を行います。

生涯学習課 生涯学習担当
各公民館において健康体操教室や健康管
理に関する講座を実施します。男性の参加
者の増加に努めます。

各公民館で、健康に関する講座や体操など
の体を動かす講座を実施しています。

体操教室や病院と連携した健康に関する
講座が実施できています。男性の参加者も
増加傾向にあります。
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具体的施策 30 ジェンダーの視点に立ったメンタルヘルスケア 福祉課 子育て・健康課

事業内容

担当課 回答担当

施策の方針 ④様々な人々への支援

取り組みの方向 （１）ひとり親家庭への支援の充実

具体的施策 31 経済的支援などの制度の周知と情報提供 子育て・健康課

事業内容

具体的施策 32 自立支援施策の情報提供 子育て・健康課

事業内容

取り組みの方向 （２）男女共同参画の視点に立った高齢者への支援の充実

具体的施策 33 高齢者の社会参画の推進 福祉課

事業内容

心の健康づくりに関して、男女別の現状にも観点をおいた情報提供や支援を行います。

当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

福祉課 障がい福祉担当

町内の男女別年齢別の状況を把握し、個々
の状況に応じ対応に努めます。20～50歳
代の男性自殺者が多いことから、福岡県京
築保健福祉環境事務所と連携し、相談体制
を整備します。併せて自殺問題対策として、
ゲートキーパー養成の視点から町内の高等
学校や専門学校に対して講演会を実施しま
す。

自殺対策計画を策定し、計画的に自殺
防止対策を行っています。町内の男女別
年齢別の状況を把握し、個々の状況に
応じ対応に努めました。20～50歳代の
男性自殺者が多いことから、福岡県京
築保健福祉環境事務所と連携し、相談
体制を整備しています。

福岡県京築保健福祉環境事務所と連
携し、相談体制を整備すると共に相談先
の啓発をすすめます。

子育て・健康課
子ども家庭相談
担当

母子手帳発行時や訪問時検診時等に母親
が抱える悩みを相談する機関を紹介します。
産後鬱などの早期発見を目指し、必要に応
じて産後ケア事業の利用等フォローを行い
ます。

母子手帳発行時や乳幼児健診・赤ちゃ
ん訪問時にメンタル面の相談を行ってい
ます。アンケートを実施し、必要に応じて
電話や面談、家庭訪問などのフォローを
行いました。
出産・子育て応援事業がR５.３月開始と
なり、妊娠・出産・子育てまで一貫した伴
走型支援を実施しています。
■支援人数98人（電話・面談支援回数
142回）

アンケートを通して、面談を行なうことで
妊婦さんがかかえる悩みなどを把握し、
出産・育児に向けての支援をスムーズに
行うことができます。

ひとり親家庭に対する各種制度の周知や情報提供に努めます。

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

子育て・健康課 医療・給付担当

ひとり親家庭等に対する制度の周知や情報
提供に努めます。福岡県の制度についての
情報提供を実施します。母子家庭等就業・
自立支援センターへの面接会場提供、パン
フレットの配布等行います。

窓口で以下を配布しました。
■児童扶養手当・特別児童扶養手当・
児童手当のしおり：実績R6：450冊

今後も継続して、ひとり親家庭等に対す
る制度の周知や情報を総合的に提供し
ていきます。

ひとり親家庭のニーズに応じて各種制度の情報提供を行い親子共に安心して生活できるよう自立を支援します。

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

子育て・健康課 医療・給付担当

ひとり親家庭に対するそれぞれのニーズを
把握し、親子ともに安心して生活できるよう
に自立を支援します。福岡県の制度（貸付
制度、優遇制度等）についての案内をしま
す。

■町広報誌に福岡県ひとり親サポートセ
ンターに関する情報掲載を行い周知を
行いました。
■福祉のしおり配布実績R6：450冊

支援が必要な方に対して、関係機関と連
携をとりながら情報提供や支援を行って
いきます。

高齢者が社会参画を通して地域との交流を広げられるよう、老人クラブやシルバー人材センター、社会福祉協議会など関係機関の情報
を提供していきます。その際には男女のニーズの違いにも配慮して行います。

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

福祉課 高齢者福祉担当
シルバー人材センターに対し、女性会員獲
得のための支援を実施します。

登録会員数 205人
男性　　155人
女性　　50人

登録会員数全体の減少と共に、女性の
登録数も減少しているため、全体の登録
数増加による女性会員拡大が課題と
なっています。
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具体的施策 34 相談体制の充実 福祉課

具体的施策 35 高齢者虐待の防止及び介護者に対する支援 福祉課

事業内容

取り組みの方向 （３）男女共同参画の視点に立った障がい者への支援の充実

具体的施策 36 障がい者の社会参加の推進 福祉課

事業内容

具体的施策 37 相談支援体制の充実 福祉課

事業内容

事業内容
高齢者の身近な相談窓口である地域包括支援センターや社会福祉協議会と連携し、生活支援や介護支援など制度の利用に関すること
や様々な不安などについて、きめ細やかな相談支援に努めます。

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

福祉課 高齢者福祉担当
地域包括支援センターと、その他の関係機
関等と連携を図り、多種多様化する相談に
対し横断的に速やかな対応を行います。

総相談件数　11,962件
その内
虐待・権利擁護、認知症、介護・福祉サービ
スに関する相談件数は870件
男性：396件　女性：474件

虐待、認知症等の相談件数が増加している
ため、今まで表に出てこない案件が出てき
ているのではと考えられます。問題の早期
発見・対応するための的確な対応が必要に
なると思われます。

介護者が、男女ともに相談しやすいよう、体制を充実します。また、高齢者への虐待が発生した場合に早期発見・早期介入できるよう、関
係機関と連携します。

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

福祉課 高齢者福祉担当

介護支援専門員や介護サービス事業所の
職員を対象に、虐待早期発見のための学習
会や事例検討会等で関係機関との連携を
深め、高齢者虐待の早期対応に努めます。
相談件数を、男女別年齢別に把握し、施策
へ活かします。

新規相談受付件数
　男性　5人　　女性　14人
継続支援件数
　男性　1人　　女性　2人

男性の相談数が増えましたが、依然虐待の
相談や通報を受ける割合は女性が多くなっ
てます。
認知症や精神疾患の高齢者に対する経済
的な虐待の相談が多く見受けられます。

障がいのある人が地域でいきいきと暮らしていくために、就労のための機能訓練をはじめとしたさまざまな社会参加のための支援に努め
ます。支援に際しては男女のニーズの違いなどにも配慮して行います。

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

福祉課 障がい福祉担当

就労に関して、近隣市町村の事業所の特徴
を把握し、多種多様な業務を自ら選択でき
るようにします。また、県の障がい者雇用に
ついても積極的に紹介します。障害者総合
支援法のサービスを利用する場合、男女別
のニーズの違いなどに注視し、本人に必要
な社会参加の方法を話し合います。相談件
数を、男女別年齢別に把握し、施策へ活か
します。

障害者総合支援法のサービス利用者
410人（内女性179人、男性231人）

サービス利用者の内女性は約４割を占
めています。

障がいのある人が、男女共に自立した生活を営むことができるよう、相談窓口を広く周知し、的確な情報提供や障がいのある人のニーズ
に応じたきめ細かなサービスの提供に努めます。

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

福祉課 障がい福祉担当

相談支援事業所を積極的に紹介し、支援に
つながるよう努めます。一般・特定相談支援
事業所の認知度をあげて利用しやすくする
こと、また、相談員自身がジェンダーに捉わ
れないよう啓発をしていきます。

京都郡地域自立支援協議会において、
相談支援のリーフレットを作成し周知資
料として活用しました。

的確な情報提供や障がいのある人の
ニーズに応じるためにも、相談しやすい
体制が必要です。相談者にあわせた相
談先の紹介方法が必要です。
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具体的施策 38 障がい者への虐待防止及び養護者に対する支援 福祉課

事業内容

担当課 回答担当

取り組みの方向 （３）困難を抱える人々への支援の充実

具体的施策 39 外国人住民の女性への生活支援 人権男女共同参画室

事業内容

具体的施策 40 経済的困難を抱える女性への支援 人権男女共同参画室

事業内容

具体的施策 41 性の多様性への理解の浸透 人権男女共同参画室

事業内容

回答担当

障がい者への虐待防止のために広報などで周知を行います。また、養護者が日ごろから気軽に相談できるよう相談体制を充実するととも
に、看護や介護を行う家族の負担軽減を図る機会や場の提供に努めます。虐待の早期発見と被害者の保護と養護者への支援にも努め
ます。

当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

福祉課 障がい福祉担当

虐待防止のため啓発・相談及び通報体制
の整備を行うと同時に、養護者のレスパイト
対策を講じます。また、虐待発見後の身体的
保護だけではなく、成年後見の首長申立も
視野に入れた権利擁護も視野に入れて保
護します。

令和6年度の障がい者への虐待相談件
数はありませんでした。養護者からの介
護負担の相談は、2件ありました。また、
広報に毎月「苅田町障害者虐待ホットラ
イン」を掲載しました。

養護者の介護負担を軽減するための支
援をしていく必要があります。

外国人住民の女性に対して、生活に不可欠な情報についての多言語表記や福岡県国際交流センター等との連携を強化して相談体制を
充実し、生活の支援を図ります。

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

「苅田町外国人ワンストップ相談窓口」の周
知とともに福岡県国際交流センター等、専
門機関との連携、また多言語にも対応した
相談体制に努めます。必要に応じ、女性相
談員との連携により、きめ細やかな支援を
行います。

相談件数は416件（男性118人、女性294
人、わからない4人）と、令和5年度より45
件増加しました。相談件数の多い順に、教
育、出産・子育て、身分関係（結婚・離婚・
DV等）、入館手続き、雇用・労働となってお
り、出産・子育ての相談が一気に上位に上
がってきました。相談内容によって、女性相
談員や学校教育とも連携し、きめ細やかな
支援に努めています。

外国人人口は令和5年度より82人の増加
でしたが、外国人人口比率がR６年10月に
初めて４％を超え、その後も継続していま
す。また、家族滞在等により出産・子育ての
相談件数が増加していることから、ますます
相談内容の複雑・多様化が予想されるた
め、関係機関との連携を密に図ることが大
きな課題です。

女性が生活困難に陥りやすい社会状況を踏まえ、困難を抱える女性に対する支援を行います。また、相談窓口や各種支援制度の情報を
積極的に提供します。

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

生理の貧困対策として、生理用品の無償配
布を実施します。また、女性相談を通じ、困
難を抱える女性に対する支援に繋げます。

生理の貧困対策として、生理用品の無償配
布を実施しています。（２４６セット）
その際にかんだ女性ホットラインカードを渡
すことで相談へとつなげています。

引き続き生理用品の無償配布を実施しま
す。女性ホットラインのカードと共に、困りご
と相談窓口等についてのチラシを配布する
ことにより、生活困窮者への相談窓口や各
種支援制度の情報を積極的に提供してい
きます。

LGBTQ等の性の多様性に配慮して、生活上で直面する困難を解消するための制度の導入について検討を進めます。また、性の多様性
についての正しい知識と理解が浸透するよう啓発を行います。

担当課 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
の充実を図り、制度の利用拡充を目指しま
す。

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓者は
1組（通算３組）でした。令和6年11月1日
に全国の宣誓制度導入自治体間の連携を
図る「パートナーシップ制度自治体間連携
ネットワーク」に加入し、加入自治体間へ転
出入する場合に伴う手続きの簡素化や、宣
誓者の心理的負担の軽減を図りました。
また、学校教育課では各学校でLGBTに関
する学校教員研修を実施しました。

行政サービスの利用拡大や民間サービス
の対応状況等を把握するなど当事者の
方々が暮らしやすい体制整備や周知を行
い、制度利用の拡充を図ります。
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施策の方針 ①ワーク・ライフ・バランスの推進及び女性活躍の推進

取り組みの方向 （１）ワーク・ライフ・バランスの啓発推進及び女性活躍の啓発推進

具体的施策 42 ワーク・ライフ・バランスについての町民への啓発 人権男女共同参画室

事業内容

具体的施策 43 事業所への情報提供と啓発 人権男女共同参画室 交通商工課

事業内容

担当課 回答担当

具体的施策 44 ワーク・ライフ・バランス推進事業所の表彰 人権男女共同参画室

事業内容

担当課 回答担当

基本目標 Ⅳ　男女が自立した共生の社会づくり　　苅田町女性活躍推進計画

一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、人生の各段階に応じて、多様な生き方が選択・実現可能な社会づくりの啓発を行いま
す。

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

ワーク・ライフ・バランスについての町民
への啓発を行います。

女性の活躍推進優良事業者表彰受賞
事業者の取り組みを人権啓発冊子「し
おさい」第４６集に掲載し、ワーク・ライ
フ・バランスの啓発・推進の取り組みに
ついて周知しました。

ワーク・ライフ・バランスについての啓発
について実施に努めます。

男性の働き方の見直しや育児・介護休業制度の取得促進など、男女が共に仕事と家庭や地域生活とを両立するワーク・ライフ・バランス
の推進について、法律や制度など事業主への情報提供を行い、啓発に努めます。

当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

交通商工課
商工・企業立地
担当

男性の働き方の見直しや育児・介護休業制
度の取得促進など、ワーク・ライフ・バランス
の推進について、法律や制度など事業主へ
の情報提供を行い、啓発に努めます。

県や国から依頼のあった制度や関係法
令の周知を窓口のパンフレットスタンドに
配架を行ったり、町ホームぺージ・広報に
掲載するなどし、周知を行いました。

町ホームぺージや広報等も活用し、引き
続き情報提供を呼びかけます。

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画室

ワーク・ライフ・バランスの推進について、法
律や制度など事業主への情報提供を行い、
啓発に努めます。

啓発冊子「しおさい」第46集の女性の
人権のページにワーク・ライフ・バランス
の推進を含め第３次苅田町男女共同参
画行動計画の概要を掲載し広く周知に
努めました。

町内の事業所へ広く伝わるよう、交通商
工課との協力・連携による周知の拡充
が課題となっています。

ワーク・ライフ・バランスの推進や女性活躍推進に取り組んでいる町内の事業所の把握に努め、事業所の優れた取り組みを表彰するとと
もに、取り組みを広報誌等で紹介します。

当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画室

苅田町女性の活躍推進優良事業者表彰事
業を実施し、積極的に女性活躍・ワーク・ラ
イフ・バランスの推進に取り組む事業主を募
集し、表彰することを通じて優れた取り組み
を広めることにより、町内における女性の活
躍の推進に努めます。

令和6年度の受賞事業者は「社会労務
士法人いつもここから」でした。内閣府
男女共同参画週間（6月23日～29日）
に併せ、表彰式を執り行い、その様子が
2024.6.26毎日新聞へ掲載されまし
た。広報かんだ7月25日号および町
ホームページでの周知や、しおさい第47
集への掲載を通じ、Ｒ７年度に向けた周
知に努めました。

「女性の活躍推進優良事業者表彰」と
いうタイトルが応募のハードルを上げて
いるのではという声もあり、応募しやすい
ネーミングの検討や、交通商工課との連
携を図りながら、より多くの事業主の方
に知ってもらうための検討が必要です。
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取り組みの方向 （２）仕事と子育ての両立支援の充実

具体的施策 45 男女共同参画の視点に立った仕事と子育て等の両立支援 企画課 子育て・健康課

事業内容

成果指標 45

目標値 子育て・健康課 0人（令和9年度）

担当課 回答担当

取り組みの方向 （３）仕事と介護の両立支援の充実

具体的施策 46 男女共同参画の視点に立った仕事と介護等の両立支援 福祉課

事業内容

担当課 回答担当

②労働の場における男女共同参画の推進

取り組みの方向 （１）職場での男女の均等な機会と待遇の確保

具体的施策 47 法律や条例についての周知 人権男女共同参画室 交通商工課

事業内容

担当課 回答担当

安心して子育てと仕事を両立できるよう両立支援策を充実します。また、男性の子育てに関する意識の向上を目指す啓発や、女性の育児
と仕事の両立に関する不安軽減のための施策を進めます。

待機児童数

当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

企画課 広報広聴担当
人権男女共同参画室と連携し、イベントや
相談に関する記事を広報紙に適宜掲載を
行っていきます。

人権男女共同参画室と連携し、イベント
や相談に関する記事を広報紙やLINEで
情報発信しました。

様々な世代の方々に、効果的に情報を提
供していく方法を検討していくことが課
題です。特に、男性にも女性にも、情報が
しっかりと届くように工夫していく必要が
あります。

子育て・健康課 子育て支援担当
待機児童をなくすための取り組みを行いま
す。

R6.4.1現在の待機児童は0人でした。
保育士確保のため就職支援等を実施し
ました。

保育士の人材確保や保育士の業務負
担を軽減するための事業を実施しまし
た。引き続き令和7年度以降の待機児童
数を注視していきます。

家族が安心して介護と仕事が両立できる施策を進めます。制度利用者や家族介護者に対し、男女別の現状にも観点をおいた支援を行
います。

当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

福祉課 高齢者福担当
介護支援専門員等にも事業について情報
提供を行い、在宅での介護負担の軽減を図
ります。

介護家族支援元気回復事業利用者数
元気回復サロン型　2４人（うち女性２３
人）

在宅で高齢者を介護している家族の心
身の回復を図るための事業ですが、令
和５年度より以前介護していた家族の方
も対象となったため、以前より利用者が
増加しています。

施策の方針

男女雇用機会均等法や、女性活躍推進法、育児・介護休業法等について、広報やホームページ等で周知啓発を行います。

当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

男女雇用機会均等法や育児・介護休業法
など、関係法令の周知啓発を行います。

特段の周知啓発はできませんでした。
改正等ある際には国・県の通知等に基
づき、周知に努めます。

交通商工課
商工・企業立地
担当

事業主へ向けて男女雇用機会均等法や、
女性活躍推進法、育児・介護休業法等につ
いて、広報やホームページ等で周知啓発を
行います。

県や国から依頼のあった関係法令の周
知を窓口のパンフレットスタンドに配架を
行ったり、町ホームぺージ・広報に掲載す
るなどし、周知を行いました。

町ホームぺージや広報等も活用し、引き
続き情報提供を呼びかけます。
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具体的施策 48 事業所や各種団体への啓発 人権男女共同参画室

事業内容

成果指標 48 男女共同参画出張講座【再掲】

目標値 年10回以上

担当課 回答担当

具体的施策 49 指名登録業者への意識啓発 人権男女共同参画室 財政課

事業内容

取り組みの方向 （２）職場での様々なハラスメントの防止

具体的施策 50 様々なハラスメント防止のための事業所への啓発 人権男女共同参画室

事業内容

町内事業所や各種団体を対象に、出張講座の実施など男女共同参画に関する啓発・学習の機会を提供します。町内事業所に対し、資料
配布や情報提供を行います。

人権男女共同参画室

当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

事業所や各種団体などを対象に男女共同
参画出張講座の実施に努めます。実施の際
は男女の均等な機会と待遇が確保されるよ
うに、受講者に応じた男女共同参画の内容
を提供します。

各課に所属する団体等へ出張講座につ
いての案内を実施し、各課で開催する年
度当初の会議等開催時冒頭の時間を
利用し、出張講座の案内をしました。

引き続き案内を継続し、新規利用者の拡
充を図ります。

指名登録を希望する事業者などに対して、苅田町男女共同参画推進条例や町の取り組みについて情報提供し、男女共同参画の意識啓
発を行います。

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

指名登録を希望する事業者などに対して、
苅田町男女共同参画推進条例や町の取り
組みについて情報発信を行います。労働の
場における男女共同参画についての啓発を
行います。

人権教育研究会社会啓発部加入企業
へ向け、町人権啓発冊子「しおさい」第
46集を配布しました。また、「しおさい」
及び広報かんだへ女性活躍優良事業
者表彰の取組を掲載し情報発信に努め
ました。

多くの事業主へ情報提供が可能となる
ように、契約担当とも協同した啓発を
行っていきます。

財政課 契約担当
町HPの入札参加資格審査申請ページに、
男女共同参画ページへのリンクを設定し、
申請業者への周知に努めます。

ホームページの担当と協議中です。
町HPの入札参加資格審査申請ページ
に、男女共同参画ページへのリンクを設
定し、申請業者への周知に努めます。

職場での様々なハラスメントの防止対策について、事業主への情報提供や男女共同参画の視点からの啓発に努めます。

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

職場でのセクシュアル・ハラスメントやパ
ワー・ハラスメントなどの防止対策について、
事業主への情報提供や男女共同参画の視
点からの啓発に努めます。しおさいの配布、
男女共同参画出張講座での情報提供を通
じて、事業主への啓発に努めます。

社会啓発部会に加入の事業所へ人権
啓発冊子「しおさい」第４６集を配布しま
した。また２/25開催の人権教育研究会
社会啓発部会による企業職員等人権研
修会において「その発言は誰のものさし
が基準ですか？」をテーマに、ハラスメン
トとマネジメント／指導・育成の違いにつ
いての研修を実施しました。

ハラスメントをテーマとした出張講座や
各種研修の依頼が多いため、多様な
テーマでの講師が選定できるよう講師
の情報収取に努めます。
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取り組みの方向 （３）女性の就労・起業支援の充実

具体的施策 51 女性の就労･再就労、起業等に関する情報提供 人権男女共同参画室 交通商工課 農政課

事業内容

具体的施策 52 女性の就労・起業に関する講座の開催 人権男女共同参画室

事業内容

成果指標 52 女性の就労・起業に関する講座等エンパワーメント講座の開催

目標値 年1回

女性の就労や再就労・起業に向けて、国や県、ハローワークなど雇用や資格取得等様々な分野の情報を収集して提供していきます。

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

女性の起業セミナーやエンパワーメント講
座を開催し情報提供を行います。また、収集
した情報について、町広報等を通じて情報
提供を行います。

国や県が発信する人材育成事業やキャ
リア・カフェ等の情報を、町ホームページ
等に掲載するなどし、情報提供を行いま
した。

情報収集・提供を効果的に図れるよう、
交通商工課と協力・連携を図ります。

交通商工課
商工・企業立地
担当

国や県が発信する再就労や起業などあらゆ
る分野の情報を収集します。女性の社会参
画に結びつく、雇用や資格取得、起業等に
関する情報提供を行います。

国や県が発信する再就労や起業等に関
する情報を、窓口のパンフレットスタンド
に配架を行ったり、町ホームページ・広報
に掲載するなどし、情報提供を行いまし
た。また、創業支援セミナーを1回開催
し、14名の女性の参加がありました。

町ホームページや広報等を活用し、引き
続き情報提供を呼びかけるとともに、創
業応援セミナーを通じて女性の起業支
援に取り組んで参ります。

農政課 農政水産担当

女性の雇用や資格取得、起業などに関する
情報提供を行います。国や県が発信する再
就労や起業、第6次産業化などあらゆる分
野の情報を収集し、提供します。

該当者がいなかったため情報提供を行
えませんでした。

国や県が発信する再就労や起業、第6
次産業化などあらゆる分野の情報を収
集し、情報提供を行うよう努めます。

女性の就労や再就労に向けた基礎的知識や技術を学ぶ講座や起業セミナー等のエンパワーメント講座を実施します。さらに能力を発揮
する機会を確保できるよう、就労や再就労、起業に関する情報を提供します。

人権男女共同参画室

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

働く意欲のある女性が、能力を発揮する機
会を確保できるよう、再就職のための意識
啓発及び就労に関する基礎知識を学ぶ講
座を開催します。（年1回）

12/13に商工会議所との共同により、
女性のための企業応援セミナー「最新
のITツール・サービスを使った売上拡大
の手法について」を実施しました。(参加
者：女性15名)

多くの方へ参加してもらえるような内容
となるよう、引き続き男女共同参画セン
ターあすばるやムーブが開催する研修等
へ参加し情報収集に努めます。
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　計画推進のための取り組み

取り組みの方向 （１）職員の男女共同参画に関する意識の向上

具体的施策 53 法律や条例についての周知 総務課

事業内容

担当課 回答担当

具体的施策 54 男女共同参画に関する職員研修の充実 総務課

事業内容 職場内男女共同参画研修を継続して実施します。

成果指標 54 ハラスメント研修　

目標値 総務課 隔年１回

成果指標 54 男女共同参画研修　全職員受講（半年を越えて雇用する会計年度任用職員を含む）

目標値 総務課 90%

担当課 回答担当

具体的施策 55 男女共同参画の視点からの広報等表現への配慮 人権男女共同参画室 企画課

事業内容

担当課 回答担当

基本目標

男女雇用機会均等法、女性活躍推進法、育児・介護休業法等について、関係法令等の改正に合わせ、条例等の整備を行い職員に周知
します。また、育児・介護の両立支援ハンドブックの活用を推進し、制度の利用に繋げます。

当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

総務課 人事担当
育児・介護の両立支援ハンドブックの活用
を推進し、制度利用に繋げます。

育児・介護の両立支援ハンドブックを活
用し、制度の利用を推進していますが、
令和4年度に実施した条例改正等の反
映ができていません。

育児・介護関係の制度を利用するとき
に、改正した制度内容も踏まえて説明を
行っていますが、制度を分かり易くするた
めのハンドブックの改定は急務となって
います。

当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

総務課 人事担当

職場内男女共同参画研修を実施します。全
職員の受講（半年を超えて雇用する会計年
度任用職員を含む）に努めます。

新規採用職員研修で男女共同参画を
テーマに実施しましたが、職場内研修は
現状を鑑み、人権男女共同参画室と合
同企画するするようになっています。

職場内人権研修と同時に実施するなど、
効率的、効果的な実施方法を考えます。

【別紙6】苅田町職員研修実施状況

広報など、町が町民に対して情報を発信する際に、男女共同参画の視点から表現に偏り等がないように配慮します。

当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

広報かんだなど、町が町民に対して情報を
発信する際に、男女共同参画の視点から表
現に偏り等がないように配慮します。

啓発冊子や広報誌を作成する際には表
現に偏り等がないように配慮しました。

町内の各施設等にも発行物について表
現の偏りが無いように啓発していきます。

企画課 広報広聴担当

内閣府男女共同参画局発行『男女共同参
画の視点からの公的広報の手引 『みんな
に届く広報のために』をもとに職員男女共
同参画の視点から広報誌やホームページ
への表現への配慮に努めます。

広報誌やホームページへの表現への配
慮を行い、表現等への偏り等がないよう
に配慮しました。

ホームページのアクセシビリティチェック
や目視による確認を通じて、表現の偏り
をどのように配慮していくかが課題で
す。
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具体的施策 56 男女共同参画に関する情報の共有 人権男女共同参画室

事業内容

担当課 回答担当

取り組みの方向 （2）苅田町特定事業主行動計画の推進

具体的施策 57 苅田町特定事業主行動計画の推進 総務課 全庁

事業内容

成果指標 57 管理職に占める女性の割合　

目標値 総務課 20％（令和9年度）

成果指標 57 係長職に占める女性の割合　

目標値 総務課 25%（令和9年度）

成果指標 57 男性の育児休業取得率

目標値 総務課 10％以上（令和9年度）

成果指標 57 男性職員の出産補助休暇の取得率

目標値 総務課 100%

成果指標 57 職員の平均年次有給休暇取得率

目標値 総務課 100%

成果指標 57 超過勤務時間の縮減

目標値 総務課 0人/年間（令和9年度）

担当課 回答担当

労働やＤＶ防止、女性の活躍推進、ワーク・ライフ・バランスなど関係各所に寄せられる男女共同参画に関する情報を積極的に収集・整理
し、庁内で共有します。

当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

労働やＤＶ防止、女性の活躍推進、ワーク・
ライフ・バランスなど関係各所に寄せられる
男女共同参画に関する情報を積極的に収
集・整理し、庁内で共有します。

労働やＤＶ防止、女性の活躍推進、ワー
ク・ライフ・バランスなど関係各所に寄せ
られる男女共同参画に関する情報を積
極的に収集・整理し、庁内で共有しまし
た。

総務課人事担当と連携し、庁舎内の情
報共有を図ります。

苅田町特定事業主行動計画を着実に実行し、庁内における職員のワーク・ライフ・バランス及び庁内における女性職員の積極的な登用
を推進します。

当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

総務課 人事担当

①管理職に占める女性の割合　20％
②係長職に占める女性の割合　25％
③男性の育児休業取得率　10％以上
④男性職員の出産補助休暇の取得率
100％
⑤職員の平均年休取得率　100％
⑥超過勤務時間の縮減　0人/年間

（総務課）
①22.6％(62名中14名)：R6.4.1時点
②24.0％(50名中12名)：R6.4.1時点
③85.7％(7名中6名)：令和6年中
④100％（7名中7名）：令和6年中
⑤82.01％(令和6年中)
⑥4人(360時間超)：令和6年度

きめ細かい情報提供やチャイルドプラン
シートの作成を促すことにより、今後も育
休取得推進に取り組みます。
平均年休取得率はかなり高い数値です
が、部署によりばらつきがみられるため、
職場ごとに取得率向上を促します。360
時間超の時間外勤務をしている職員が
いますが、効率的な人員配置を行うこと
などにより時間外勤務の縮減に努めま
す。

全庁

　　　　　　　　　　【別紙7】　管理職に占める女性の割合
　　　　　　　　　　【別紙8】　係長職に占める女性の割合
　　　　　　　　　　【別紙9】　育児休暇(父親育児休暇)の取得状況、産後パパ育児休暇の取得状況
　　　　　　　　　　【別紙10】所属別年休取得状況

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

人事担当と連携を図り、男性職員の育児参
加への支援、残業時間の削減、管理職の女
性割合を上げるための取組を行います。特
定事業主行動計画について課内で情報共
有し、着実な実行を図ります。職員の年次有
給休暇及び夏季休暇をはじめとする各種休
暇の取得を推進します。また、時間外勤務の
削減に取り組みます。

人事担当と情報共有し、特定事業主行
動計画に沿った実施状況となっているか
の確認や、イクボス研修への職員派遣等
実施しました。イクボス研修１名、プレイク
ボス研修１名の参加がありました。
年次有給休暇消化率は74.17％でし
た。

令和7年度は特定事業主行動計画の見
直しの年となるため、ワーク・ライフ・バラ
ンス及び女性活躍推進が促進されるよ
うに男女共同参画の視点から助言を行
なっていくことが課題となってきます。
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具体的施策 58 苅田町特定事業主行動計画の周知 総務課

事業内容 苅田町特定事業主行動計画の全職員への周知徹底を図ります。

取り組みの方向 （３）計画の推進

具体的施策 59 性別による統計資料の収集・分析と施策への反映 全庁

事業内容

■取り組みを工夫している課

環境課（イントラネットでのスケジュール共有により休暇を取得しやすくした）、生涯学習課（共有のカレンダーに休暇予定を書き
込むなど可視化して取得しやすくした）子育て・健康課（繁忙期の時期を共有し、余裕のある時期に計画的に休暇の取得を促し
た）、（会計課）事務の電子化や事務の効率化に努めた結果、休暇取得率が向上した）、議会事務局（事務局内で話し合いバ
ランス良く取得できた）

■取り組みが困難であると回答し
た課

建設課（業務内容が複雑化し時間を要する業務が増えた。業務内容に対し人員が不足しているため時間外勤務の削減が出来
ていない。）、総合行政委員会事務局（衆議院が急遽解散したため、選挙事務等により年休及び振替休を取ることが難しかっ
た。また4つの行政委員会等を抱え事務作業が広範であるため、取得日時の調整が難しい）、福祉課（消化率には個人差があ
るため、消化率の低い職員には声かけを行うなど休暇を取得しやすい環境づくりが必要。）

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

総務課 人事担当
苅田町特定事業主行動計画の進捗状況を
町ホームページ等を通じて公表し、庁内シス
テムにより全職員への周知徹底を図ります。

計画の進捗状況は町HPにて公表してい
ます。
職員向けには庁内システムによる周知は
できませんでした。

計画の進捗状況は毎年HPによる公表
を継続します。
現計画の改定を令和7年度に予定して
いますので、改定後の計画は庁内システ
ム等で周知する予定です。

資料やデータを性別で収集・分析することにより、課題を抽出し、施策への反映を図ります。

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

実施状況報告の際には性別ごとに収集し
報告します。また、アンケート等実施する場合
にも性別ごとに収集し、分析することに努
め、施策への反映を図ります。

行動計画実施状況報告の際には各課
へ性別によるデータの収集に努めまし
た。講座開催の折にも性別ごとに収集
し、分析に努めました。

ジェンダーの観点から、各担当課におい
てアンケート実施の際に性別毎の収集
に課題を感じているケースが多く、男女
の別による収集の必要性等について施
策毎に検討していくことが課題となって
います。

■計画推進のため意識して取り組んでいるまた、課題を抱えている旨の回答があったもの

総務課 人事担当

特定事業主行動計画推進のため、実施状
況等について性別ごとに収集し、分析するこ
とにより課題を抽出し施策への反映を図り
ます。

性別ごとに収集・分析する対象項目を検
討中です。

特定事業主行動計画について、令和7
年度に改定を予定していますので、性別
ごとに収集・分析を行うことが効果的で
あると思われる項目について、検討を行
います。

総務課 庶務行政担当

実施状況報告の際には性別ごとに収集し
報告します。また、アンケート等実施する場合
にも性別ごとに収集し、分析することに努
め、施策への反映を図ります。

実施状況報告の際には性別ごとに収集
し報告しました。

今後も実施状況報告の際は、性別ごと
に収集し報告します。

危機管理室 生活安全担当
消費生活相談件数等性別ごとに集計し、分
析することにより課題を抽出し、施策への反
映を図ります。

消費生活相談件数等を性別ごとに集計
しております。

消費生活相談を性別、相談内容等から
性別による被害の傾向を把握し、それぞ
れの消費者被害防止の啓発に努めてい
ます。

危機管理室 防災担当

研修や訓練開催時のアンケートを活用し、
災害対策における性別によるニーズの違い
を把握し、結果を災害対策へ反映させるよ
う努めます。

尿漏れパッドや使い捨て哺乳瓶などの
備蓄を行いました。

引き続き、物品の購入にあたっては、被
災地で不足しているとの情報があったも
ののほか、研修や訓練開催時のアン
ケートも参考とし、災害対策へ反映しま
す。
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企画課 企画推進担当

実施状況報告の際には性別ごとに収集し
報告します。また、アンケート等実施する場合
にも性別ごとに収集し、分析することに努
め、施策への反映を図ります。

総合計画進捗管理のためのアンケート
調査
回答者　男41.1％、女56.9％　その
0.5％　無回答1.4％（小数点以下第２
位を四捨五入しており、合計が100％に
はなりません。）

アンケート結果を各種施策に反映させる
ため、男女問わずアンケートへの協力を
求め、性別ごと結果の集計を行っていき
ます。

財政課 計画担当

実施状況報告の際には性別ごとに収集し
報告します。また、アンケート等実施する場合
にも性別ごとに収集し、分析することに努
め、施策への反映を図ります。
（新庁舎建設検討委員会はR6年度末で任
期満了）

実施状況報告の際には性別ごとに収集
し報告しました。新庁舎建設において、Ｒ
6はR5に引き続き職員向けのアンケート
を実施しましたが、性別の選択肢に男女
に加えて「その他」の選択肢を設け、性
別ごとに収集しました。

男女やその他の性別単位での回答を新
庁舎建設に反映するために収集しまし
た。
分析や施策への反映がきちんとなされ
ているかが課題です。

子育て・健康課 子育て支援担当

実施状況報告の際には性別ごとに収集し
報告します。また、アンケート等実施する場合
にも性別ごとに収集し、分析することに努
め、施策への反映を図ります。

健康増進事業、特定保健指導等の実績
状況については、男女ごとに集計し分析
を行っています。また、今年度策定した第
３次苅田町健康づくり計画は男女別の
集計・分析を行いました。

可能な範囲において、男女別の集計・分
析を行っています。

生涯学習課 生涯学習担当
講座等参加者数やアンケート調査について
は性別別に収集し分析することにより参加
者の増員等施策への反映を図ります。

アンケートをするときは男女を記載する
欄を設けています。

男女別にでアンケートをとり、課題の抽
出に努めます。

住民課 国保年金担当

実施状況報告の際には性別ごとに収集し
報告します。また、アンケート等実施する場合
にも性別ごとに収集し、分析することに努
め、施策への反映を図ります。

実施状況報告の際には性別ごとに収集し
報告しました。

今後も性別ごとにデータ収集するよう努め
ます。

生涯学習課
スポーツ・文化振
興担当

大会等参加者の性別に配慮し、現状より参
加しやすい大会運営に努める。

R6年度　第39回苅田町民ふれあいマラソ
ン大会参加率は
　　　　男性参加率　68.8％
　　　　女性参加率　31.2％です。
女性が参加しやすいように、各部門女子の
部を設け参加を促している。

今後も女性部門を設け、女性も参加しやす
いよう努めます。

総合行政委員会
事務局

選挙管理・公平・
固定資産評価委
員会担当

実施状況報告の際には性別ごとに収集し
報告します。また、アンケート等実施する場合
にも性別ごとに収集し、分析することに努
め、施策への反映を図ります。

審議会等の女性委員数調査票では性
別ごとに収集し報告しました。

上記以外では、特段、報告することはあ
りませんが、今後も報告依頼等があれば
対応していきます。

農政課 農政水産担当

実施状況報告の際には性別ごとに収集し
報告します。また、アンケート等実施する場合
にも性別ごとに収集し、分析することに努
め、施策への反映を図ります。

令和6年12月8日開催の地産地消フェ
アにおいてアンケートをとり、男女別に集
計・分析しました。

今後もイベントのアンケートを男女別にと
り、集計・分析します。

福祉課 障がい福担当

実施状況報告の際には性別ごとに収集し
報告します。また、アンケート等実施する場合
にも性別ごとに収集し、分析することに努
め、施策への反映を図ります。

実施状況報告の際には性別ごとの報告
に努めました。令和６年度でのアンケート
等実績はありません。

今後、アンケート調査を行う際には
LGBTQへの配慮から性別を尋ねる項
目について配慮が必要になると考えま
す。
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具体的施策 60 男女共同参画町民意識調査の実施 人権男女共同参画室

事業内容

具体的施策 61 計画の実施状況報告書の作成と公表 人権男女共同参画室

事業内容 計画の進捗状況の報告、評価を行い、公表します。

担当課 回答担当

取り組みの方向 （４）推進体制の充実

具体的施策 62 町民との協働 人権男女共同参画室

事業内容

担当課 回答担当

具体的施策 63 国・県・他の自治体との連携 人権男女共同参画室

事業内容

担当課 回答担当

具体的施策 64 苅田町男女共同参画審議会の運営 人権男女共同参画室

事業内容

担当課 回答担当

苅田町男女共同参画行動計画などの見直しや策定に際して、町民の意見を反映させるため、意識調査やパブリックコメントを実施しま
す。

担当課 回答担当 当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画推進担当

苅田町男女共同参画行動計画などの見直
しや策定に際して、町民の意見を反映させ
るため、意識調査やパブリックコメントを実
施します。

R6年度は計画の策定年ではないため、
意識調査やパブリックコメントの実施は
ありませんでした。

第3次苅田町男女共同参画行動計画
（後期）策定の際には町民意識調査を
実施します。

当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

計画の進捗状況の報告・評価を行い、公表
します。

R5年度実施状況報告書を取りまとめ、
審議会にて報告したものについて、ホー
ムページへ掲載しました。

毎年実施状況を把握し、進捗状況の把
握に努めます。

苅田町男女共同参画審議会を定期的に開催し、男女共同参画社会の形成促進に関する事項について調査・審議し政策提言します。

当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

苅田町男女共同参画審議会を定期的に開
催し、男女共同参画社会の形成促進に関す
る事項について調査・審議し政策提言しま
す。

年2回開催し、R6年度の実施状況につ
いて、審議しました。

定期的な開催によって施策への反映に
繋げます。

男女共同参画施策の推進にあたって、各種団体等、町民と積極的に協働します。

当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

男女共同参画施策の推進にあたって、各種
団体等、町民と積極的に協働します。

苅田町男女共同参画出張講座や苅田
町女性の活躍推進優良事業者表彰、エ
ンパワーメント講座実施の際に、関係各
課との共同企画をはじめ、事業主や町民
と協働で実施しました。

施策の推進にあたって、各種団体等積
極的に協働に努めます。

国・県・他の自治体との連携と交流を図り、率先して男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを推進します。

当該年度の事業計画及び目標(値） 事業実績及び現状(値) 理由と今後の課題

人権男女共同参
画室

人権男女共同参
画担当

国・県・他の自治体との連携と交流を図り、
率先して男女共同参画社会の実現に向け
た取り組みを推進します。近隣市町村で開
催される研修会（フォーラム・ワークショップ
等）に参加し、担当者同士の交流を図りま
す。

福岡県男女共同参画センター「あすば
る」主催の大交流会、フォーラムへ参加
し他市町村の取り組みや講師の情報収
集を行いました。

県主催の交流会に参加することによって
他市町村の取り組みや講師の情報収集
を行い、施策への反映を行います。
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